
奈良市告示第２１９号 

 

 国土調査を行うにあたり、地籍調査作業規程準則（昭和３２年総理府令第７１号。以下

「準則」という。）第３０条第５項の規定により次のとおり告示する。 

 

 令和８年４月２０日 

 

奈良市長 仲川元庸 

 

 地籍調査にあたり、下記土地の所有者その他の利害関係人及びこれらの者の代理人の所

在がいずれも明らかにならなかったため、関係行政機関と協議し筆界案を作成した旨を告

示します。 

 

１ 土地の所在・地番 

   奈良市学園朝日町５８７番５０ 

 

２ 筆界案を確認することができる場所 

   奈良市二条大路南一丁目１番１号 奈良市土木管理課地籍調査係 

 

３ 筆界案を確認することができる者 

   当該地の所有者その他の利害関係人及びこれらの者の代理人 

   当該地に隣接する土地の所有者その他の利害関係人及びこれらの者の代理人 

 

４ 筆界案の作成者 

   奈良市長 仲川元庸 

 

５ 期間等 

   告示の日から２０日間意見を申し出ることができる。当該期間を経過しても申し出       

がないときは、準則第３０条第５項の規定に基づき調査を行う。 


